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マドプロ情報（ガンビア、英国） 

 

1. ガンビア 

ガンビアは 2015 年 9 月 18 日付けでマドリッド・プロトコルに加盟した。マドリッド制度の    

96 番目の加盟国で、当該議定書は 2015 年 12 月 18 日に発効する。 

注）ガンビア共和国は西アフリカ西岸に位置するアフリカ大陸最小の国です。 

 

2. 英国 

英国特許庁は WIPO に英国の海外領土及び王室属領に関してマドプロによる英国指定の 

範囲について以下の情報を提供した。 

英国の海外領土は英国の一部ではなく、ジブラルタルを除いて欧州連合の一部でもない。 

王室属領は英国及び欧州連合の一部ではなく、国際協定は王室属領の同意があれば拡張さ

れる。 

マドプロによる英国指定又は事後指定は、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイル

ランド、海外領土のフォークランド諸島（マルビナス諸島）並びに王室属領のマン島及びジャー

ジーに及ぶ。 

注）英国特許庁の情報では海外領土は 13 地域で、王室属領は 3 地域（ガーンジー、ジャージ

ー、マン島）となっています。尚、英国商標法はイングランド、ウェールズ、スコットランド及び北

アイルランド並びに女王陛下の勅令に従うことを条件としてマン島に及びます。 

 

                                       （出展：WIPO） 
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